
地
公
労
（
埼
教
組
、

埼
高
教
、
県
職
）
は
、

四
月
二
六
日
、
「
定
年

の
引
き
上
げ
に
関
す
る

要
求
書
」
に
基
づ
く
交

渉
を
行
い
ま
し
た
。
約

七
〇
名
が
参
加
し
ま
し

た
。国

は
地
方
公
務
員
に

も
国
家
公
務
員
と
同
様

の
制
度
設
計
を
求
め
て

い
ま
す
。
そ
の
内
容
は
、

①
六
〇
歳
超
の
職
員
の

給
料
を
七
割
水
準
と
す

る②
役
職
定
年
制
の
導
入

③
定
年
前
再
任
用
短
時

間
の
導
入

④
暫
定
再
任
用
制
度

⑤
情
報
提
供
・
意
思
確

認
制
度
の
実
施

と
、
な
っ
て
い
ま
す
。

交
渉
参
加
者
か
ら
は
、

「
同
じ
仕
事
を
し
て
い

る
の
に
給
料
が
下
が
る
。

同
一
労
働
・
同
一
賃
金
の
原
則
は
ど
こ

へ
行
っ
た
の
か
」

「
再
任
用
に
な
っ
た
が
、
給
料
は
六
割
。

以
前
同
様
の
仕
事
を
し
て
い
る
の
に
な

ぜ
」

「
扶
養
手
当
が
で
な
く
な
っ
た
。
ま
だ

扶
養
し
て
い
る
子
ど
も
が
い
る
の
に
」

な
ど
、
怒
り
の
発
言
が
相
次
ぎ
ま
し
た
。

当
局
の
回
答
は
、
到
底
納
得
で
き
る

よ
う
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
引
き

続
き
、
単
組
交
渉
を
含
め
、
継
続
交
渉

を
行
う
こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
。

当
局
は
、
定
年
引
上
げ
後
の
六
〇
歳

を
超
え
る
職
員
の
給
与
水
準
は
、
二
〇

二
一
年
度
の
人
事
委
員
会
の
意
見
の
と

お
り
退
職
時
の
給
与
の
七
割
水
準
と
し

た
い
と
回
答
し
ま
し
た
。

○
給
料
を
七
割
に
下
げ
る
と
い
う
こ
と

は
、
仕
事
も
七
割
で
い
い
の
か
。
同
一

労
働
同
一
賃
金
の
原
則
は
ど
こ
へ
い
っ

た
の
か
。
な
ぜ
七
割
に
下
げ
る
の
か
。

○
給
料
七
割
の
根
拠
は
何
か
。
絶
対
に

変
更
不
可
な
の
か
。
直
近
の
厚
生
労
働

省
の
調
査
で
は
八
割
に
近
い
水
準
と
な
っ

て
い
る
。
国
追
従
で
は
な
く
、
「
埼
玉

県
は
給
与
水
準
を
引
き
上
げ
ま
す
」
と

な
ぜ
言
え
な
い
の
か
。

○
高
齢
者
部
分
休
業
制
度
の
導
入
を
求

め
る
。
定
年
引
上
げ
の
法
律
施
行
の
際
、

高
齢
者
部
分
休
業
制
度
に
つ
い
て
速
や

か
に
条
例
を
整
備
す
る
べ
き
と
の
国
会

決
議
が
さ
れ
て
い
る
。
で
き
な
い
理
由

を
挙
げ
る
の
で
は
な
く
、
速
や
か
に
実

施
す
る
べ
き
で
あ
る
。

○
事
務
職
員
を
し
て
い
る
が
、
再
任
用

に
な
り
、
同
じ
仕
事
を
し
て
い
る
の
に

給
与
が
下
が
っ
て
い
る
。

〇
憤
り
を
感
じ
る
。
ま
た
、
短
時
間
勤

務
を
希
望
し
て
い
る
が
叶
わ
な
い
。
現

実
に
多
様
な
働
き
方
が
で
き
る
制
度
設

計
を
し
て
も
ら
い
た
い
。

○
再
任
用
二
年
目
で
あ
る
が
、
ま
だ
子

育
て
中
で
あ
る
。
再
任
用
職
員
に
扶
養

手
当
が
支
給
さ
れ
な
い
の
は
お
か
し
い
。

人
事
委
員
会
は
、
昨
年
九
月
の
「
定

年
を
段
階
的
に
六
五
歳
に
引
き
上
げ
る

た
め
の
条
例
の
改
正
に
つ
い
て
の
意
見
」

で
、
「
六
〇
歳
を
超
え
る
国
家
公
務
員

の
給
与
が
六
〇
歳
前
の
七
割
水
準
と
さ

れ
た
こ
と
か
ら
、
均
衡
を
考
慮
し
、
本

県
で
も
七
割
水
準
と
す
る
こ
と
が
適
当

と
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
に
先
立
ち
、
人
事
院
は
二
〇
一

八
年
度
の
定
年
引
上
げ
の
意
見
で
、

「
七
割
水
準
が
適
当
」
と
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
「
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
」

（
厚
生
労
働
省
）
で
賃
金
水
準
が
、
企

業
規
模
一
〇
人
以
上
で
六
八
．
八
％
、

同
一
〇
〇
人
以
上
で
七
〇
．
一
％
と
な
っ

て
い
る
こ
と
、
ま
た
「
職
種
別
民
間
給

与
実
態
調
査
」
（
人
事
院
）
で
七
割
台

と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
い

ま
す
。

し
か
し
、
「
賃
金
構
造
統
計
基
本
調

査
」
に
は
、
県
の
再
任
用
の
よ
う
に
給

与
水
準
が
下
が
る
「
再
雇
用
」
の
デ
ー

タ
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
人
事
院
は

認
め
て
い
ま
す
。

ま
た
「
職
種
別
民
間
給
与
実
態
調
査
」

で
は
、
定
年
年
齢
を
六
〇
歳
か
ら
引
き

上
げ
た
事
業
所
で
給
与
減
額
を
行
っ
て

い
な
い
企
業
が
過
半
を
超
え
て
い
ま
す
。

給
与
減
額
を
行
っ
て
い
る
事
業
所
で

も
そ
の
水
準
は
七
五
％
程
度
と
な
っ
て

い
ま
す
。
七
〇
％
の
根
拠
は
な
く
、
引

下
げ
あ
り
き
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

「
同
一
労
働
・
同
一
賃
金
」
と
い
う

給
与
決
定
に
お
け
る
大
原
則
を
軽
視
し
、

「
国
と
の
均
衡
」
の
み
で
七
割
水
準
を

強
行
し
よ
う
と
す
る
当
局
の
姿
勢
は
、

到
底
認
め
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
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①
現
行
の
再
任
用
と
同
様
の
暫
定
再

任
用
制
度
の
措
置
や
、
管
理
監
督
職

勤
務
上
限
年
齢
制
（
役
職
定
年
制
）
、

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
制
の
制

度
設
計
を
進
め
た
い
。

②
六
十
歳
を
超
え
る
職
員
の
給
与
水

準
に
つ
い
て
は
、
人
事
委
員
会
の
意

見
通
り
七
割
の
水
準
と
し
た
い
。

③
期
末
・
勤
勉
手
当
に
つ
い
て
は
、

六
十
歳
前
の
職
員
と
同
じ
支
給
割
合

を
、
定
年
前
再
任
用
職
員
又
は
暫
定

再
任
用
職
員
に
つ
い
て
は
、
（
現
行
）

再
任
用
職
員
と
同
じ
支
給
割
合
を
そ

れ
ぞ
れ
適
用
さ
せ
た
い
。

④
（
六
十
歳
前
後
の
「
給
与
水
準
の

見
直
し
」
に
つ
い
て
）
現
段
階
で
は

見
直
す
状
況
に
は
な
い
と
考
え
る
が
、

国
の
動
向
等
を
注
視
し
て
い
く
。

⑤
高
齢
者
部
分
休
業
は
、
人
事
管
理

の
複
雑
化
等
の
課
題
が
あ
る
の
で
慎

重
な
検
討
が
必
要
。
国
の
通
知
に
お

い
て
は
、
定
数
内
で
取
り
扱
う
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
。

⑥
休
暇
制
度
に
つ
い
て
は
、
六
十
歳

前
と
同
等
の
制
度
に
な
る
も
の
と
考

え
て
い
る
。

⑦
諸
手
当
に
関
し
て
、
基
本
的
に
は

六
十
歳
以
下
の
職
員
と
同
様
。
な
お
、

給
料
月
額
を
乗
じ
て
額
を
算
出
す
る

手
当
に
つ
い
て
は
、
給
料
月
額
と
同

様
に
七
割
水
準
と
す
る
。

⑧
扶
養
手
当
等
の
定
額
の
手
当
に
つ

い
て
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
規
定

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

⑨
暫
定
再
任
用
に
よ
り
採
用
さ
れ
た

職
員
は
、
現
行
の
再
任
用
職
員
と
同

様
の
取
り
扱
い
と
す
る
。

⑩
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

は
、
現
行
の
再
任
用
短
時
間
勤
務
職

員
と
同
様
と
す
る
。

⑪
（
定
年
の
段
階
的
引
き
上
げ
期
間

中
の
採
用
抑
制
に
つ
い
て
）
人
事
委

員
会
の
意
見
を
踏
ま
え
、
新
規
採
用

の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

⑫
二
〇
二
二
年
度
中
に
五
九
歳
を
迎

え
る
職
員
に
対
し
て
、
情
報
提
供
・

意
思
確
認
を
適
切
な
時
期
に
行
う
。

県
当
局
に
よ
る
主
な
回
答

交
渉
の
主
な
論
点

（
一
）給
与
「
七
割
水
準
」
は
、
不
当

第
一
回
地
公
労
団
体
交
渉（
報
告
）

交
渉
参
加
者
の
発
言

<

高
齢
者
部
分
休
業>

地
方
公
務
員
法
第
二
六
条
の
三
に
規

定
さ
れ
て
い
ま
す
。
条
例
で
定
め
る
年

齢
に
達
し
た
職
員
が
申
請
し
た
場
合
に

お
い
て
、
公
務
の
運
営
に
支
障
が
な
い

と
認
め
る
と
き
は
、
一
週
間
の
勤
務
時

間
の
一
部
に
つ
い
て
勤
務
し
な
い
こ
と

を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
で
す
。

こ
れ
が
導
入
さ
れ
れ
ば
、
退
職
し
な

く
て
も
短
時
間
勤
務
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
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定
年
引
上
げ
に
伴
い
、
再
任
用
制
度

が
変
更
さ
れ
、
「
定
年
前
再
任
用
短
時

間
勤
務
」
と
「
暫
定
再
任
用
（
フ
ル
タ

イ
ム
・
短
時
間
）
」
が
導
入
さ
れ
ま
す
。

当
局
は
ど
ち
ら
の
再
任
用
に
つ
い
て
も
、

現
行
の
再
任
用
と
同
様
の
取
扱
い
を
し

た
い
と
回
答
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
現
行
の
再
任
用
は
、
定
年

前
と
比
べ
て
給
料
表
の
格
付
が
引
き
下

げ
ら
れ
、
一
時
金
の
支
給
月
数
も
低
く

抑
え
ら
れ
て
お
り
、
定
年
前
の
約
六
割

の
給
与
水
準
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

扶
養
手
当
や
住
居
手
当
が
支
給
さ
れ
て

い
ま
せ
ん
。

定
年
引
上
げ
の
制
度
完
成
ま
で
の
間
、

職
場
で
は
、
定
年
延
長
者
（
フ
ル
タ
イ

ム
）
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
者
、

暫
定
再
任
用
勤
務
者
（
フ
ル
タ
イ
ム
・

短
時
間
）
が
混
在
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。現

在
の
再
任
用
職
員
は
、
職
位
が
引

下
げ
ら
れ
て
も
定
年
前
の
職
位
と
同
様

の
業
務
と
責
任
を
担
っ
て
お
り
、
「
同

一
労
働
・
同
一
賃
金
」
の
原
則
か
ら
逸

脱
し
て
い
ま
す
。
円
滑
な
職
場
運
営
の

た
め
に
は
、
現
行
の
再
任
用
者
の
賃
金
・

処
遇
を
大
幅
に
改
善
し
、
定
年
延
長
者

と
の
格
差
を
な
く
す
こ
と
が
必
要
で
す
。

高
齢
期
の
職
員
が
安
心
し
て
働
き
続

け
ら
れ
る
た
め
に
は
、
本
人
の
健
康
・

体
力
や
、
家
族
の
介
護
等
の
諸
事
情
に

応
じ
た
多
様
な
働
き
方
が
保
障
さ
れ
る

こ
と
が
必
要
で
す
。

し
か
し
、
定
年
引
上
げ
の
完
成
後
は
、

六
五
歳
の
定
年
ま
で
は
フ
ル
タ
イ
ム
勤

務
と
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
の
二

つ
の
働
き
方
し
か
選
ぶ
こ
と
が
で
き
な

く
な
り
ま
す
。

「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
」
は
、

一
度
選
択
す
る
と
、
任
期
は
六
五
歳
ま

で
と
な
り
（
現
在
の
年
度
ご
と
の
任
用

で
は
な
い
）
、
途
中
で
フ
ル
タ
イ
ム
に

戻
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

地
公
労
で
は
、
高
齢
者
部
分
休
業
制

度
（
※
囲
み
参
照
）
の
導
入
と
、
こ
れ

を
取
得
す
る
職
員
の
定
数
外
配
置
を
求

め
て
い
ま
す
。

当
局
は
「
定
年
引
上
げ
の
導
入
と
併

せ
て
、
他
団
体
の
動
向
も
踏
ま
え
、
検

討
し
て
い
く
」
と
回
答
す
る
に
と
ど
ま

り
ま
し
た
。

定
年
の
段
階
的
引
上
げ
の
期
間
中
は
、

二
年
に
一
回
引
上
げ
が
行
わ
れ
ま
す
。

こ
れ
は
、
二
年
に
一
回
定
年
退
職
者
が

非
常
に
少
な
く
な
る
年
が
あ
る
こ
と
を

意
味
し
ま
す
。
こ
の
ま
ま
で
は
定
年
退

職
者
が
い
な
い
年
は
新
規
採
用
者
が
大

幅
に
抑
制
さ
れ
ま
す
。

地
公
労
で
は
、
定
年
引
上
げ
に
よ
る

採
用
抑
制
を
行
わ
ず
、
新
規
採
用
を
継

続
的
に
行
う
こ
と
を
求
め
て
い
ま
す
。

ま
た
、
職
員
が
健
康
で
安
心
し
て
働
き

続
け
ら
れ
る
よ
う
、
定
数
の
大
幅
増
を

行
い
、
長
時
間
過
密
労
働
の
解
消
を
求

め
て
い
ま
す
。

人
事
委
員
会
も
、
二
〇
二
一
年
度
の

定
年
引
上
げ
に
つ
い
て
の
意
見
の
中
で
、

「
定
数
の
増
加
も
含
め
定
年
の
段
階
的

な
引
上
げ
期
間
中
も
真
に
必
要
な
規
模

の
新
規
採
用
を
計
画
的
に
継
続
し
て
い

く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
措
置
を
適
切

に
講
ず
る
必
要
が
あ
る
」
と
し
て
い
ま

す
。当

局
は
「
人
事
委
員
会
の
意
見
を
踏

ま
え
、
新
規
採
用
の
あ
り
方
に
つ
い
て

検
討
を
進
め
て
い
く
」
と
回
答
し
ま
し

た
。

当
局
は
六
月
県
議
会
に
定
年
引
上
げ

に
関
す
る
条
例
提
案
を
行
お
う
と
し
て

い
ま
す
。
定
年
引
上
げ
は
、
す
べ
て
の

職
員
の
人
生
設
計
そ
の
も
の
に
大
き
く

影
響
す
る
問
題
で
す
。

そ
し
て
、
賃
金
、
職
員
の
採
用
・
定

数
、
職
場
運
営
な
ど
、
職
場
全
体
の
こ

れ
か
ら
に
大
き
く
関
わ
る
問
題
で
す
。

そ
れ
だ
け
に
慎
重
に
制
度
設
計
を
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

地
公
労
は
、
協
議
を
尽
く
し
、
合
意

の
も
と
に
制
度
設
計
・
制
度
運
用
を
進

め
る
こ
と
を
求
め
ま
し
た
。

当
局
は
「
定
年
の
段
階
的
な
引
上
げ

に
つ
い
て
は
、
制
度
設
計
に
当
た
っ
て

多
岐
に
わ
た
る
検
討
課
題
を
整
理
し
な

が
ら
実
施
し
、
制
度
運
用
を
進
め
る
必

要
が
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
」
と
回
答

し
、
交
渉
を
継
続
す
る
こ
と
を
確
認
し

ま
し
た
。

地
公
労
で
は
、
教
育
長
あ
て
署
名

「
雇
用
と
年
金
の
確
実
な
接
続
と
な
る

定
年
引
上
げ
を
求
め
る
緊
急
署
名
」
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
交
渉
は
継
続
し

て
い
ま
す
。
署
名
に
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。
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（
四
）
継
続
的
な
新
規
採
用
を

（
三
）
多
様
な
働
き
方
の
保
障
を

（
二
）
再
任
用
の
処
遇
改
善
を

交
渉
の
主
な
論
点
続
き

条
例
提
案
は
拙
速

十
分
な
議
論
を

署
名
に
ご
協
力
く
だ
さ
い


